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Ⅰ　提出予定案件
１　一般会計・特別会計予算
　(1) 歳入歳出予算
　　ア 総 括 表

　　　一 般 会 計       （単位：千円）

分担金 使用料
負担金 手数料

2,065,552 0 2,065,552 403,295 100 318,505 326,740 1,016,912

(10,500) (24,500)

1,302,458 35,000 1,337,458 654,114 77 23,463 21,115 638,689

802,000 0 802,000 538,359 7,013 1 7,000 249,627

(3,121)

1,105,432 3,121 1,108,553 141,888 30,869 4,026 13,072 9,250 909,448

5,470,869 0 5,470,869 1,338,671 34,784 904 2,574,795 89,977 199,000 1,232,738

517,906 0 517,906 75,992 64,812 1,725 6,000 369,377

296,764 0 296,764 3,441 9,346 283,977

農林水産総合技術支援センター (49,005)

経 営 推 進 課 4,030,377 49,005 4,079,382 602,299 20,116 44,652 134,933 273,000 2,000 3,002,382

2,371,996 0 2,371,996 1,340,064 35,250 10,825 18,600 481,457 115,000 370,800

11,349,547 0 11,349,547 4,136,769 1,210,003 17,603 437,439 32,924 3,409,000 2,105,809

6,786,034 0 6,786,034 3,648,460 88,061 24,750 2,373,000 651,763

(10,500) (76,626)

36,098,935 87,126 36,186,061 12,883,352 1,333,314 119,808 125,320 3,522,532 1,272,213 6,098,000 10,831,522

注：（　）数字は，補正額の財源の再掲である。

補正前の額

畜 産 振 興 課

計

森 林 整 備 課

農 山 漁 村 振 興 課

水 産 振 興 課

漁 業 調 整 課

鳥獣対策・ふるさと創造課

財　　　　　　　　　　源　　　　　　　　　　内　　　　　　　　　　訳

特　　　　　　　　　　定　　　　　　　　　　財　　　　　　　　　　源

もうかるブランド推進課
（ 次 世 代 農 業 室 ）

生 産 基 盤 課

補 正 額 計区　　分

農 林 水 産 政 策 課

国支出金
一般財源

財産収入 諸収入 繰入金 県  債

ス マ ー ト 林 業 課
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イ　課別主要事項説明

　　もうかるブランド推進課

　　（ア）一　般　会　計 （単位：千円）

計 画 調 査 費 225,162 21,000 246,162 ① 地方創生の深化のための支援費 ( 21,000 )

ア　 「阿波ふうど」レガシー継承発展事業 10,000

イ　 関西県産品利用強化・拡大事業 11,000

農 作 物 対 策 費 180,366 0 180,366

園 芸 総 務 費 254,516 0 254,516

園 芸 振 興 費 642,414 14,000 656,414 ① 新鮮とくしまブランド戦略対策費 ( 14,000 )

ア　 「食の宝庫」とくしま新商材発掘・発信事業 14,000

も う か る
ブランド推進課
（次世代農業室）

1,302,458 35,000 1,337,458

合 計

目　　名 補正前の額 補正額 計 摘　　　　　　　　　　　　　要
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　　畜産振興課

　　（ア）一　般　会　計 （単位：千円）

計 画 調 査 費 17,930 0 17,930

飼 肥 料 対 策 費 72 0 72

畜 産 総 務 費 393,295 0 393,295

畜 産 振 興 費 365,384 0 365,384

家畜保健衛生費 328,751 3,121 331,872 ① 家畜保健衛生所運営費 ( 3,121 )

畜 産 振 興 課 1,105,432 3,121 1,108,553

合 計

目　　名 補正前の額 補正額 計 摘　　　　　　　　　　　　　要
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　　農林水産総合技術支援センター経営推進課

　　（ア）一　般　会　計 （単位：千円）

計 画 調 査 費 92,460 0 92,460

農 業 総 務 費 2,343,343 13,190 2,356,533 ① 農林水産総合技術支援センター運営費 ( 13,190 )

農業改良普及費 50,161 0 50,161

農 作 物 対 策 費 472,587 0 472,587

植 物 防 疫 費 6,924 0 6,924

農 業 研 究 費 111,136 0 111,136

園 芸 総 務 費 66,362 0 66,362

園 芸 振 興 費 1,553 0 1,553

果 樹 研 究 費 631 0 631

畜 産 総 務 費 206,687 0 206,687

畜 産 研 究 費 96,041 29,840 125,881 ① 農林水産総合技術支援センター運営費 ( 3,765 )

② 試験研究費 ( 26,075 )

林 業 総 務 費 73,361 0 73,361

森林林業研究費 21,211 284 21,495 ① 農林水産総合技術支援センター運営費 ( 284 )

水 産 業 総 務 費 155,913 0 155,913

目　　名 補正前の額 補正額 計 摘　　　　　　　　　　　　　要
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目　　名 補正前の額 補正額 計 摘　　　　　　　　　　　　　要

水 産 研 究 費 332,007 5,691 337,698 ① 農林水産総合技術支援センター運営費 ( 5,691 )

農林水産総合技術
支 援 セ ン タ ー 4,030,377 49,005 4,079,382

経 営 推 進 課
合 計
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（２）繰越明許費

   　 一　般　会　計

（単位：千円）

（米津干拓地区ほか１地区）

計画に関する諸条件による

（那賀川西部地区ほか４地区）

計画に関する諸条件による

（上板２期地区ほか１地区）

計画に関する諸条件による

（矢倉２期地区ほか１地区）

計画に関する諸条件による

（勝浦南部上３期地区ほか１地区）

計画に関する諸条件による

　 （徳島東部３期地区ほか３地区）

計画に関する諸条件による

（伊沢中央２期地区）

計画に関する諸条件による

（芳崎地区ほか５地区）

計画に関する諸条件による

（那賀川南岸地区ほか１５地区）

計画に関する諸条件による

（古川排水機場地区ほか３地区）

計画に関する諸条件による

繰　　越　　理　　由

農 山 漁 村 振 興 課

県単独土地改良事業費 176,959 148,959 28,000

中山間地域農村活性化
総 合 整 備 事 業 費

計 438,759 344,759 94,000

107,600 69,600 38,000

広 域 営 農 団 地
農 道 整 備 事 業 費

522,500 312,500 210,000

生 産 基 盤 課

県営かんがい排水事業費 56,800

740,000

農 業 水 利 施 設
保 全 合 理 化 事 業 費

課　　　　名 事　業　名

261,800 195,800 66,000

予　算　額
年 度 内
執 行 予 定 額

翌 年 度
繰 越 予 定 額

34,000

団体営土地改良事業費 144,750 134,750 10,000

22,800

基 幹 農 道 整 備 事 業 費

農 業 水 利 施 設
保 全 対 策 事 業 費

2,211,300 1,471,300

107,394 84,394 23,000

県 営 農 道 整 備 事 業 費 36,600 23,600 13,000

経営体育成基盤整備事業費 364,400 249,400 115,000
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（単位：千円）

繰　　越　　理　　由課　　　　名 事　業　名 予　算　額
年 度 内
執 行 予 定 額

翌 年 度
繰 越 予 定 額

（西祖谷２期地区ほか１２地区）

計画に関する諸条件による

（花園池地区ほか１７地区）

計画に関する諸条件による

（下板地区ほか３地区）

計画に関する諸条件による

（那賀川･今津地区ほか４地区）

計画に関する諸条件による

（徳島２３地区）

計画に関する諸条件による

（那賀川左岸地区ほか１地区）

計画に関する諸条件による

（瀬戸漁港ほか１２漁港）

計画に関する諸条件による

（椿泊漁港ほか１漁港）

計画に関する諸条件による

（鞆奥漁港ほか５漁港）

計画に関する諸条件による

（海部地区）

計画に関する諸条件による

（牟岐漁港）

計画に関する諸条件による

（土佐泊漁港海岸ほか３漁港海岸）

計画に関する諸条件による

257,600 146,600 111,000

国 営 付 帯 県 営
農 地 防 災 事 業 費

205,300 116,300 89,000

生 産 基 盤 課

耕地地すべり防止事業費 291,700 153,700 138,000

老朽ため池等整備事業費 581,600 307,600 274,000

地 盤 沈 下 対 策 事 業 費

県管理漁港維持補修費 137,319 77,319 60,000

広 域 漁 港 整 備 事 業 費 379,530 251,530 128,000

震 災 対 策 農 業
水 利 施 設 整 備 事 業 費

14,700 9,700 5,000

農 地 海 岸 保 全 施 設
整 備 事 業 費

187,500 98,500 89,000

漁 港 環 境 整 備 事 業 費 8,640 2,640 6,000

漁 港 海 岸 保 全 施 設
整 備 事 業 費

182,150 114,150 68,000

水 産 物 供 給 基 盤
機 能 保 全 事 業 費

405,125 235,125 170,000

水域環境保全創造事業費 64,150 25,150 39,000
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（単位：千円）

繰　　越　　理　　由課　　　　名 事　業　名 予　算　額
年 度 内
執 行 予 定 額

翌 年 度
繰 越 予 定 額

（瀬戸漁港ほか２漁港）

計画に関する諸条件による

（生実八重地線ほか４１路線）

計画に関する諸条件による

（星越神戸丸線ほか２路線）

計画に関する諸条件による

（京上地区ほか３６地区）

計画に関する諸条件による

（和田地区ほか２地区）

計画に関する諸条件による

（下名地区ほか１４地区）

計画に関する諸条件による

（薬研谷地区ほか４地区）

計画に関する諸条件による

（日和茶坂瀬線１号箇所）

計画に関する諸条件による

計画に関する諸条件による

計画に関する諸条件による

生 産 基 盤 課

県単独漁港漁場整備事業費 41,311 22,311 19,000

現年発生農地及び農業用施
設 災 害 復 旧 事 業 費

計 7,140,969 4,621,969 2,519,000

森 林 整 備 課

森 林 基 盤 整 備 事 業 費 2,149,800 935,800 1,214,000

県 単 独 林 道 事 業 費 80,011

林野地すべり防止事業費 194,923 99,923 95,000

災害関連緊急治山事業費 637,000 557,000 80,000

69,011 11,000

治 山 事 業 費 1,848,692 983,692 865,000

169,000 72,000 97,000

県 単 独 治 山 事 業 費 87,619 50,619 37,000

計画に関する諸条件による

計画に関する諸条件による

643,000 563,000 80,000

現 年 発 生 漁 港 施 設
災 害 復 旧 事 業 費

190,000 130,000 60,000

現 年 発 生 災 害 林 道
復 旧 事 業 費

765,000 695,000 70,000

治 山 維 持 補 修 費 79,896 52,896 27,000

過 年 発 生 災 害 林 道
復 旧 事 業 費
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（単位：千円）

繰　　越　　理　　由課　　　　名 事　業　名 予　算　額
年 度 内
執 行 予 定 額

翌 年 度
繰 越 予 定 額

計画に関する諸条件による

合　　　　　計 13,744,669 8,565,669 5,179,000

森 林 整 備 課

現年発生治山施設災害
復旧事業費（土木施設）

153,000 83,000 70,000

計 6,164,941 3,598,941 2,566,000

- 9 -



２　その他の議案等

事 業 の 名 称 負 担 市 町 事 業 内 容 事 業 費 負 担 金
事業費に対
する負担金
の割合

付 記

円 円

県 営 土 地 改 良 事 業 鳴 門 市 経営体育成基盤整備事業 45,000,000 10,125,000 2.25/10以内

地盤沈下対策事業 15,000,000 900,000 0.6/10以内

国営付帯県営農地防災事業 100,000,000 7,500,000 1.5/10以内

小 計 160,000,000 18,525,000 ―

小 松 島 市 県営かんがい排水事業 20,000,000 2,000,000 2.25/10以内

経営体育成基盤整備事業 72,120,000 7,212,000 1/10以内

地盤沈下対策事業 5,000,000 300,000 0.6/10以内

国営付帯県営農地防災事業 35,000,000 5,250,000 1.5/10以内

小 計 132,120,000 14,762,000 ―

阿 南 市 広域営農団地農道整備事業 75,000,000 7,500,000 1/10以内

中山間地域農村活性化総合整備事業 89,000,000 10,625,000 1.5/10以内

経営体育成基盤整備事業 213,880,000 22,100,500 1.875/10以内

老朽ため池等整備事業 184,000,000 17,620,000 2/10以内

国営付帯県営農地防災事業 56,000,000 5,600,000 1/10以内

小 計 617,880,000 63,445,500 ―

吉 野 川 市 基幹農道整備事業 45,000,000 3,870,000 0.86/10以内

広域営農団地農道整備事業 105,000,000 10,500,000 1/10以内

老朽ため池等整備事業 25,000,000 4,000,000 1.6/10以内

小 計 175,000,000 18,370,000 ―

　   ア　令和４年度県営土地改良事業費に対する受益市町負担金について

　   　令和４年度県営土地改良事業費の一部を次のとおり受益市町に負担させるものとする。

事業費を増額又
は減額した場合
は，事業費に対す
る負担金の割合に
応じ，知事は負担
金を増額又は減額
することができ
る。

（１）  受益市町負担金
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事 業 の 名 称 負 担 市 町 事 業 内 容 事 業 費 負 担 金
事業費に対
する負担金
の割合

付 記

円 円

阿 波 市 県営農道整備事業 29,000,000 7,250,000 2.5/10以内

老朽ため池等整備事業 85,000,000 12,850,000 1.8/10以内

小 計 114,000,000 20,100,000 ―

美 馬 市 広域営農団地農道整備事業 1,000,000 100,000 1/10以内

経営体育成基盤整備事業 8,000,000 800,000 1.75/10以内

老朽ため池等整備事業 55,000,000 9,800,000 2/10以内

小 計 64,000,000 10,700,000 ―

三 好 市 広域営農団地農道整備事業 60,000,000 6,000,000 1/10以内

中山間地域農村活性化総合整備事業 50,000,000 7,500,000 1.5/10以内

老朽ため池等整備事業 68,000,000 13,600,000 2/10以内

小 計 178,000,000 27,100,000 ―

勝 浦 町 基幹農道整備事業 55,000,000 4,730,000 0.86/10以内

広域営農団地農道整備事業 70,000,000 7,000,000 1/10以内

小 計 125,000,000 11,730,000 ―

上 勝 町 広域営農団地農道整備事業 70,000,000 7,000,000 1/10以内

那 賀 町 広域営農団地農道整備事業 35,000,000 3,500,000 1/10以内

中山間地域農村活性化総合整備事業 80,000,000 10,530,000 1.5/10以内

小 計 115,000,000 14,030,000 ―
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事 業 の 名 称 負 担 市 町 事 業 内 容 事 業 費 負 担 金
事業費に対
する負担金
の割合

付 記

円 円

海 陽 町 老朽ため池等整備事業 60,000,000 6,400,000 1.6/10以内

松 茂 町 地盤沈下対策事業 130,000,000 7,800,000 0.6/10以内

藍 住 町 地盤沈下対策事業 90,000,000 5,400,000 0.6/10以内

上 板 町 県営かんがい排水事業 32,800,000 8,200,000 2.5/10以内

県営農道整備事業 5,000,000 1,250,000 2.5/10以内

小 計 37,800,000 9,450,000 ―

つ る ぎ 町 広域営農団地農道整備事業 40,000,000 4,000,000 1/10以内

東みよし町 広域営農団地農道整備事業 30,000,000 3,000,000 1/10以内

中山間地域農村活性化総合整備事業 16,000,000 2,400,000 1.5/10以内

老朽ため池等整備事業 20,000,000 1,466,000 1.1/10以内

小 計 66,000,000 6,866,000 ―
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　   イ　令和４年度広域漁港整備事業費等に対する受益市町負担金について

  　 　令和４年度広域漁港整備事業費等の一部を次のとおり受益市町に負担させるものとする。

事 業 の 名 称 負 担 市 町 事 業 内 容 事 業 費 負 担 金
事業費に対
する負担金
の割合

付 記

円 円

広域漁港整備事業等 鳴 門 市 水産物供給基盤機能保全事業 10,000,000 1,400,000

県単独漁港漁場整備事業 3,000,000 600,000

小　　　　　計 13,000,000 2,000,000

阿 南 市 広域漁港整備事業 100,000,000 14,000,000

県単独漁港漁場整備事業 17,935,000 3,587,000

小　　　　　計 117,935,000 17,587,000

牟 岐 町 広域漁港整備事業 100,000,000 10,000,000

水産物供給基盤機能保全事業 22,000,000 2,640,000 12

漁港環境整備事業 8,000,000 1,120,000

小　　　　　計 130,000,000 13,760,000

美 波 町 水産物供給基盤機能保全事業 100,000,000 14,000,000

県単独漁港漁場整備事業 12,810,000 2,562,000 20

小　　　　　計 112,810,000 16,562,000

海 陽 町 水産物供給基盤機能保全事業 100,000,000 14,000,000

松 茂 町 水産物供給基盤機能保全事業 100,000,000 14,000,000

県単独漁港漁場整備事業 3,000,000 600,000 20

小　　　　　計 103,000,000 14,600,000

14

－

14

事業費を増額又
は減額した場合
は，事業費に対す
る負担金の割合に
応じ，知事は負担
金を増額又は減額
することができ
る。

20

－

14

14

20

10

14

－

－

％

14

－
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　   ウ　令和４年度県営林道開設事業費に対する受益市町負担金について

　   　令和４年度県営林道開設事業費の一部を次のとおり受益市町に負担させるものとする。

事 業 の 名 称 負 担 市 町 事 業 内 容 事 業 費 負 担 金
事業費に対
する負担金
の割合

付 記

円 円 ％

県 営 林 道 開 設 事 業 美 馬 市  森林基幹道 280,000,000 29,960,000 10.7

三 好 市  森林基幹道 60,000,000 6,420,000 10.7

那 賀 町  森林基幹道 323,000,000 34,561,000 10.7

海 陽 町  森林基幹道 160,000,000 17,120,000 10.7

事業費を増額又
は減額した場合
は，事業費に対す
る負担金の割合に
応じ，知事は負担
金を増額又は減額
することができ
る。
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（２） 令和３年度決算に係る資金不足比率の報告について（スマート林業課）

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定により，令和３年度決算に係る資金不足比率を
監査委員の意見を付けて次のとおり報告する。

会 計 名 資金不足比率

％

徳島県港湾等整備事業特別会計 －

（備考）資金不足額がないため 「－」と記載した。，
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徳監第２０２５号
令和４年９月５日

徳島県知事 飯泉 嘉門 殿

徳島県監査委員 岡 﨑 悦 夫
同 鹿 山 公 弘
同 大 寺 健 司
同 西 沢 貴 朗
同 梶 原 一 哉

令和３年度決算に係る徳島県健全化判断比率及び資金不足比率の
審査意見について

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定に基づき審査に付された健全化判断比率及び同法第
２２条第１項の規定に基づき審査に付された資金不足比率について，次のとおり意見書を提出します。
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資金不足比率審査意見書

第１ 審査等の種類
資金不足比率の審査

第２ 審査の対象
令和３年度徳島県特別会計及び公営企業会計の決算等に基づき，知事から提出された資金不足比率及びその算定

の基礎となる事項を記載した書類

第３ 審査の着眼点
・提出された資金不足比率は，法令等に照らし，算出過程に誤りがないか
・その算定の基礎となる事項を記載した書類は，適正に作成されているか

第４ 審査の実施内容
審査に当たっては，徳島県監査基準（令和２年３月６日徳島県監査委員告示第１号）に準拠し，比率の算定に必

要な決算書及び参考資料の確認を行うとともに，関係資料の提出を求め，関係職員の説明を聴取並びに既に実施し
た定期監査，決算審査及び現金出納検査の結果に基づいて実施した。

第５ 審査の結果及び意見
審査に付された資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類は，いずれも法令に適合し，かつ，

正確であることが認められた。
今後も経営の健全化に努められたい。

会 計 名 令和３年度 経営健全化基準

％ ％
徳島県港湾等整備事業特別会計 － ２０

徳島県病院事業会計 － ２０

徳島県電気事業会計 － ２０

徳島県工業用水道事業会計 － ２０

徳島県土地造成事業会計 － ２０

徳島県駐車場事業会計 － ２０

徳島県流域下水道事業会計 － ２０

（注）資金不足比率は，資金不足額がないため 「－」と記載した。，
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